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令和４年度長野県住宅審議会（第１回） 

 

日 時：令和４年７月 11 日（月） 

   午後２時～ 

場 所：長野県庁西庁舎 301 号会議室 

 

１ 開  会 

 

○宮澤企画幹 

定刻前ではございますが、全員の皆さんがお揃いでありますので、ただ今から長野県住

宅審議会を開催いたします。本日の進行を務めさせていただきます、建築住宅課企画幹の

宮澤です。よろしくお願いいたします。本日はお忙しいところ、本審議会に御出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。はじめに住宅審議会の委員の皆様へ、長野県建設

部次長の小松誠司より委嘱状を交付させていただきます。交付は、武者委員の席から順に、

それぞれのお席へ小松がまいりますので、委員の皆様には大変恐れ入りますが、その場で

お立ちいただきまして、委嘱状を受け取っていただきましたら、御着席いただくよう御協

力をお願いいたします。それではよろしくお願いします。 

 

○小松次長 

武者 忠彦 様。長野県住宅審議会委員を委嘱します。任期は令和４年７月 1 日から令

和６年３月３１日までです。令和４年４月１日、長野県知事 阿部守一。 

原 健 様。以下同文でございます。 

竹内 京子 様。以下同文でございます。 

鈴木 よし子 様。以下同文でございます。 

平賀 裕子 様。以下同文でございます。 

江口 信行 様。以下同文でございます。 

小野 仁 様。以下同文でございます。 

田中 一興 様。以下同文でございます。 

大森 幸子 様。以下同文でございます。 

荒井 洋 様。 以下同文でございます。 

 

２ あいさつ 

 

○宮澤企画幹 

委員の皆様、ありがとうございました。それでは、会議に先立ちまして、建設部次長の

小松より、挨拶を申し上げます。 

 

○小松次長 

あらためまして、建設部次長の小松でございます。住宅審議会の開催に先立ちまして、

一言挨拶を申し上げます。委員の皆様方におかれましては、公私とも御多忙のところ本審
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議会に御出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。また、日ごろより、住宅行政

をはじめとする県行政の推進にお力添えをいただいております。この場をお借りし、感謝

申し上げる次第でございます。今ほど委員の皆様には委嘱状をお渡ししたところでござい

ますけれども、今年度からの２年間の任期ということでお願いをしております。審議会に

おきまして、それぞれのお立場から、御意見、御提言を頂ければ幸いでございます。 

さて、近年住まいを取り巻く環境は、大きく変化をしてきておりまして、今年２月に長

野県住生活基本計画の見直しを行ったところでございます。何点かございますが、まず社

会環境の変化といたしましては、人口減少、また少子高齢化が進展をいたしまして、世帯

が小規模化するなど家族のありようそのものが変化しているということから、ライフステ

ージに応じた住まいの選択でありますとか、住宅セーフティネットの確保などが可能とな

るような取組を推進していく必要があると考えております。また、自然環境の変化といた

しましては、気候変動、また自然災害の激甚化の傾向にございまして、脱炭素化は急務と

なっておりまして、住宅のゼロエネルギー化を加速させる必要がございます。さらに新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、新たな日常に対応した生活様式や働き方が変

化をいたしまして、勤務場所にとらわれないライフスタイルでありますとか、二地域居住、

地方移住など、ポストコロナにおける豊かな人生を実現するための住まい方にシフトしつ

つある、という状況でございます。これらの課題に対応するため、先ほどお話しましたが、

長野県住生活基本計画に基づいて、今年度から各住宅施策に本格的に取り組んでいるとこ

ろでございます。また、今年度は、上位計画にあたります長野県総合５か年計画の次期計

画、来年度からになりますけれども、その策定の年となってございます。県民の皆様、ま

た関係団体の皆様との対話、意見交換を行いますとともに、地域の課題や方向性につきま

しては、地域振興局ごとに、地域版というようなかたちで策定作業を進めているところで

ございます。来年２月議会に計画案を提出するというところに向けまして、全部局で取り

組んでいるところでございます。今後また、後日御出席の皆様のお力添えをいただく場面

も出てくるかもしれませんけれども、その節は何卒よろしくお願いをしたいと思います。 

本日は、今年度初めての審議会でございますけれども、「住宅分野のゼロカーボンの推

進について」、また「公的賃貸住宅の安定供給に向けて」、それから「市町村居住支援協

議会の設立に向けて」という３つを議題としてございます。委員の皆様におかれましては、

忌憚のない御意見をいただきますとともに、十分な御審議を頂きますよう、お願い申し上

げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日の審議会、またこれから２年間とい

うことになりますけれども、お世話になりますが、是非よろしくお願いいたします。簡単

ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

 

○宮澤企画幹 

本日の審議会は委員 10 名のところ、全員の皆様に御出席いただいております。従いま

して、長野県附属機関条例第６条第２項に定めます、委員の過半数の出席要件を満たして

おりますので、会議が成立しておりますことを御報告いたします。また、同条例第６条第

１項の規定により、会長が議長となり進行をいただくことになっておりますが、本日は新

しく住宅審議会委員として皆様に御委嘱申し上げてから初めての審議会でございます。会

長選出までの間、事務局が会議の進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたし
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ます。なお、これ以降の自己紹介及び議事での御発言など、事務局からの資料の説明につ

いては着座にてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまずはじめに

委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと思います。お手元にマイクがございますので、

マイクを持って武者委員さんの方からお願いしまして、平賀委員さんのところに行きまし

たら、江口委員さんの方に回していただけるようにお願いいたします。 

 

○武者委員 

着座ですみません。失礼します。信州大学経法学部というところにおります武者と申し

ます。私は、専門は都市政策とまちづくりでして、必ずしも住宅とか設計は専門ではない

んですが、逆に私のような人間が呼ばれているということは、おそらくこれからの住宅施

策は、単なる住宅という箱だけではないことが重要なんだなということなんだと思います。

今年もよろしくお願いします。 

 

○原委員 

はじめまして。長野県建設労働組合連合会で書記長をしております原と申します。前期

に引き続きで、私ども組合は住宅建設関連の大工、工務店、左官、板金等の、いわゆる建

設技能者の皆さんが県下の組合に所属されている、連合会を構成しております。引き続き

皆さんの知見等を伺いながら、感じたことを述べさせていただければなと思っております

ので、どうかよろしくお願いします。 

 

○竹内委員 

竹内京子と申します。よろしくお願いいたします。私は長野県金融広報委員会で金融広

報シニアアドバイザーというのをさせていただいております。住宅とは直接あまり関係な

いんですけれども、例えばこれから学校を巣立つ高校３年生の方に、お金についてとか、

こういう詐欺に遭わないようにとかいうようなお話をさせていただくのが主な仕事なんで

すけれども、住宅については、分からないことが多いので、また皆さんのお話を聞きなが

ら学んでいっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○鈴木委員 

皆さんこんにちは。公益社団法人長野県介護福祉士会会長の鈴木よし子と申します。介

護福祉士会の職能団体でございます。福祉分野で何かアドバイスができることがあれば、

皆さんのお話を聞きながら、また勉強しながらやっていけたらいいなと思いますので、是

非よろしくお願いいたします。 

 

○平賀委員 

伊那市から参りました平賀裕子と申します。伊那市を中心市街地でワイルドツリーとい

う、オーガニック生活雑貨の店舗を経営しておりまして、まちづくりにも関わっておりま

す。もう一つ伊那市ミドリナ委員会という委員会で、伊那市の市民の暮らしと森をつなぐ

活動をやっております。暮らすこと、みたいなことをずっと考えてまいっているのですけ

れども、暮らし方検討委員会で、この住宅審議会の前の段階でずっと一緒に検討していた
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だき、またそこから引き続き参加させていただくことになりました。よろしくお願いいた

します。 

 

○江口委員 

公益社団法人長野県建築士会の常務理事をやっております江口であります。よろしくお

願いいたします。私、飯山から来たんですけれども、今年の冬のように豪雪、また長野県

の場合広すぎまして、私のところはすごい豪雪にもかかわらず、先ほどおっしゃっていら

れた平賀さんの方は全然雪がないと。昨日ちょっと茅野の方に行ったら、氷河ですか、氷

で岩盤が緩んでいるというふうなことも聞いたりして、長野県は広いので住宅づくりって

いうのは大変なんだな、というふうに感じております。是非ともまた皆さんと一緒に勉強

していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○小野委員 

長野県宅建協会の小野仁と申します。よろしくお願いいたします。私自身は、長野県庁

の目の前で不動産会社をやって 20 年弱になります。その前は、やはり同じように 20 年弱

東京を皮切りに仙台から福岡まで、転勤生活の不動産住宅を扱っておりました。約 40 年弱

不動産業界に携わっているわけですが、なかなか今日のテーマである公営住宅とかいった

ところの、公共がらみのところの関係というのは民間の不動産会社は疎いものですから、

どれだけお役に立てるか分かりませんが、精一杯務めさせていただきます。よろしくお願

いします。 

 

○田中委員 

長野県木材協同組合連合会の住宅部会長を仰せつかっております田中一興と申します。

私の方は、会社が松本にありまして、材木屋から始まった設計施工の工務店ということで、

日々リフォームの相談だったり、新築の相談だったりと、住まい、どうしようかという方

の相談に乗っているという立場で、それと木を使いたいけど県産材どうなのとか、そうい

うところを日々流通の方も仲間と情報交換しながらやっているところなんですが、そんな

いろんな情報も私の持ち得る限り御提供させていただきながら、若輩ではありますが、微

力ながら力になれればと思います。よろしくお願いします。 

 

○大森委員 

皆さんこんにちは。小諸市の健康づくり課長の大森幸子と申します。よろしくお願いい

たします。健康づくりの方が担当なんですけれども、住宅とも密接に関係がありますので、

これを機会にまたしっかり考えていければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○荒井委員 

こんにちは。一般公募で応募して、ここに参加させていただいております、荒井洋と申

します。松本市で専業の設計事務所をやっておりまして、主に住宅の設計が専門です。特

に県産材を使った住宅づくりを得意としておりまして、結構長い間、そろそろ 10 年近くに

なるのかな、ぐらい長野県産材には携わってきておりますので、そのあたりでお役に立て
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ればと思っております。よろしくお願いします。 

 

 

３ 議  事 

 

（１）会長の選出 

 

○宮澤企画幹 

ありがとうございました。また、住宅審議会の幹事につきましては、お配りしておりま

す名簿記載の関係課・室長となっておりますので、御確認をいただけるようにお願いいた

します。ここで申し訳ございませんが、小松次長は所用により退席させていただきます。 

次に本日の審議会資料の確認をお願いいたします。事前配布してあるものでございます

が、長野県住宅審議会委員名簿、長野県附属機関条例、資料になりますが、資料１‐1「信

州健康ゼロエネ住宅指針について」、資料１－２「県産材製品利用促進緊急対策事業（補

助金）について」、資料１－３「県産材製品加速化推進事業 県産材製品マッチング支援」

の資料です。資料２「公的賃貸住宅の安定供給に向けて」、資料３「市町村居住支援協議

会の設立に向けて」、以下、参考資料となりますが、「次期総合５か年計画の策定につい

て」、冊子等になりますけれども、「長野県住生活基本計画」、「信州健康ゼロエネ住宅

指針」、「信州健康ゼロエネ住宅 手引書」、あとチラシになりますけれども「信州健康

ゼロエネ住宅助成金」のチラシ、新築とリフォームの以上のものがお手元にあろうかと思

います。なお、一部資料について差し替えがございます。皆様の机の上にあらかじめ配布

しておりますが、資料１－１の４ページ目と資料２の一式が差し替えとなりますので、お

手元の方、資料の調製をお願いいたします。以上でございますが、何か不足等がございま

したら挙手をお願いいたします。では資料の方につきましては、以上とさせていただきま

して、本日の審議会につきましては、おおむね 15 時 30 分を目途に終了させていただくと

考えておりますので、よろしくお願いいたします 

 それでは議事１、会長の選出に入ります。会長は、長野県附属機関条例第５条第１項の

規定により、委員の皆様の互選によって選出していただくことになっております。委員の

皆様から立候補または御推薦がありましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。はい、小野委員さん。 

 

○小野委員 

立候補ではなくて、推薦なんですが、大変僭越ながら私の方から御提案を申し上げたい

と思います。まずここにすばらしい委員さんがたくさんお集まりでございますけれども、

私、先の長野県住生活基本計画の策定に御尽力いただいたということと、それからその御

実績を拝察すると、武者信州大学教授が適任かと思いますので、御提案を申し上げたいと

思います。 

 

○宮澤企画幹 

ありがとうございます。もう一方、原委員さんから挙手が。 
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○原委員 

同意見です。 

 

○宮澤企画幹 

ありがとうございます。それではただ今、小野委員、原委員のお二人から武者委員さん

に会長をとの御発言がありましたが、皆様いかがでございましょうか。(拍手）ありがとう

ございます。異議なしと認められますので、武者委員さんにお引き受けしていただくこと

ができますでしょうか。ありがとうございます。それでは武者委員さんに会長をお願いす

ることに決定いたしました。それではここからの進行につきましては、長野県附属機関条

例第６条第１項の規定により、武者会長にお願いいたします。武者会長さんには、会長席

の方へ御移動をお願いいたします。なお本日、外気がだいぶ上がっておりまして、室内の

方は冷房温度が現在も多少高めに設定させていただいておる関係で、だいぶ暑くなってお

ります。上着等着てらっしゃる方がいらっしゃれば脱いで、エコスタイルで会議を行って

いただければと思います。それでは武者会長さん、よろしくお願いいたします。 

 

○武者会長 

あらためまして今会長をおおせつかりました、武者でございます。今年もどうぞよろし

くお願いします。着座で失礼します。この委員会、今回また新しい委員さんを何名かお迎

えしておりますが、前年度から引き続きの委員の方も非常に多くてですね、この住宅審議

会はかたちだけの議論にならずに、委員の皆さん御自身の経験を生かして結構本音で議論

ができている、比較的珍しい審議会じゃないかと思っているんですよね。その雰囲気を今

年も是非継承していきたいなと思っております。それで、昨年度までは住生活基本計画が

一つ大きなテーマだったわけですけれども、今年は結構いろんな、今日の議題もそうです

けれども、非常に多岐にわたるテーマがあるということと、あと一つは先ほども次長さん

がおっしゃられたように、総合計画ですね、県の５か年計画が今ちょうど策定が進行中と

いうことで、そことどういうふうにこちらの議論を反映させていくか、というところが非

常に大きなテーマになるかと思います。皆さん御存じのとおり、昨今の住宅を取り巻く環

境というのはすごく大きく変わっているのは御存じのとおりだと思うんですよね。昨日の

参院選がどう影響するかはまたちょっと何とも言えませんけれども、最近で言うとどうで

しょう、例えば木材の価格も結構北米の市場なんか最近急に落ちてきている、落ちてきて

いるといってもコロナ前に戻っているという感じですけどね、というような状況とか、住

宅ローンも結構最近なんか動きが不透明だったりという、一つは住宅産業がやっぱりどう

いうふうに、住宅産業というか不動産産業ですね、がどういうふうにこれからあり得るべ

きなのか、というところが大きなところでしょうし、そういう短期的なことばかりではな

くて、長い目で見たら住まい、長野県にどう住まうか、という個々人のライフスタイルと

関わってくるところですよね。このへんを同時に議論していかなければいけないというの

が、この審議会のバランス感覚が必要なところかなというふうに思いますので、是非また

皆さんのお知恵を拝借したいなと思います。それでは、早速議事に入っていきたいと思い

ますが、まずは、議事録を毎回作成しているんですけれども、これは委員の名簿順にお願
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いしているところです。ですので、江口委員さんと原委員さんにお願いしたいと思います

が、署名の方ですね。はい。後ほど終わった後で署名のお願いが事務局からいくと思いま

すけれども、すいませんがよろしくお願いいたします。 

それでは議題の２番ですが、「住宅分野におけるゼロカーボンの推進について」という

ことで、まず事務局から御説明をお願いします。 

 

 

（２）住宅分野におけるゼロカーボンの推進について 

 

○事務局（建築住宅課 山田主任） 

資料１－１「住宅分野におけるゼロカーボンの推進について」説明させていただきます。

建設部建築住宅課の山田と申します。よろしくお願いします。まず資料の１枚目、信州健

康ゼロエネ住宅指針について御覧ください。県では令和３年度末に信州健康ゼロエネ住宅

指針を策定したところでございます。昨年度から住宅審議会の委員の皆様におかれまして

は指針の策定にあたり御協力いただき、ありがとうございました。資料の中段を御覧くだ

さい。指針では、2050 ゼロカーボン実現に向け、ゼロエネルギーを実現する住まいなどを

目指した住宅の基準として、断熱性能や県産材の使用量等についてそれぞれ３つの基準を

定めております。ゼロエネルギー達成に向けて最低限確保すべき基準を最低基準、環境負

荷の低減と快適性を高次元で達成する基準を推奨基準、環境負荷を極限まで抑えるチャレ

ンジ基準として先導基準を定めております。各項目における詳細な基準につきましては、

お手元にお配りしてございます指針等を御覧いただければと存じます。 

また、信州健康ゼロエネ住宅指針に適合する住宅への支援策といたしまして、信州健康

ゼロエネ住宅助成金を本年５月 16 日より開始しております。現在の執行状況については２

ページ目を御覧ください。令和４年度予算規模におきましては、昨年令和３年度と比較し

まして 1.7 倍程度となっております。約２か月程度募集開始から経過したところでござい

ますが、順調に推移をしているところでございます。６月末時点の集計ではございますが、

新築においては想定件数190件に対しまして現在47件の申請をいただいているところでご

ざいます。リフォームにおいては、想定件数 216 件に対しまして 44 件の申請をいただいて

いるところでございます。 

次に信州健康ゼロエネ住宅の普及促進に関する取組についてですが、資料の３ページ目

を御覧ください。普及促進に向け、令和３年度末に建築関係 12 団体の皆様と協定を締結さ

せていただきまして、協定締結団体及び４市、長野市、松本市、上田市、飯田市と５月末

に普及促進協議会を設立したところでございます。今月 21 日に初回の協議会を予定してい

るところでございますが、これから皆様と協働による取組を加速させていきたいと思って

いるところでございます。県独自の取組については、ページの右側を御覧ください。直近

の取組としては、県内の地域の工務店を訪問し、指針や助成金の周知や意見交換を実施し

たり、長野駅の前の野村証券様のビルのウインドウギャラリーを活用させていただきまし

て、周知のパネルの展示等を実施しているところでございます。また現在、長野放送と一

緒に、作り手向けと住まい手向けを対象とした普及促進動画の作成やＣＭを作成している

ところでございます。この動画につきましては、10 月以降に YouTube やテレビ等の媒体で
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動画等公開させていただくところでございます。最後に指針の拡充に向けた専門委員会の

設置についての説明でございますが、資料の４ページを御覧ください。今年度は指針の大

きな見直しというところではなく、事業を円滑に運用していく上で必要な項目の拡充を検

討している予定でございます。専門委員会の委員につきましては、現在具体的な者を決定

しているところではございませんが、指針の 65 ページに記載がございますが、昨年度の住

宅審議会指針検討専門委員会の委員の中から複数名選任したいと考えているところでござ

います。１月開催予定の第２回住宅審議会までに２回程度専門委員会を開催することを想

定しているところでございます。駆け足の説明で大変恐縮でございますが、資料１－１に

関する説明は以上になります。 

 

○県産材利用推進室 阿部主査 

続きまして、県産材利用推進室長である栩秋が所用により出席できなかったため、代理

で出席させていただいている阿部と申します。よろしくお願いいたします。県産材利用推

進室から、６ページ以降の資料１－２と１－３を説明させていただきます。まず６ページ

目の資料１－２を御覧ください。こちらは県産材製品利用推進緊急対策事業の情報提供を

させていただきたいと思っております。昨年度の補正予算で、緊急対策として実施した事

業を継続しているものです。趣旨としましては、外材製品の価格の高騰及び輸入量の減少

という、いわゆるウッドショックにより県内の工務店などに木材の調達が困難になってい

ることなどの影響が出ていることから、県産材にとっては使っていただく一つのチャンス

ととらえて、県内の工務店に特にこれまで外材や県産材を扱っていた事業者の皆様に対し

て県産材製品の購入経費などを補助する内容でございます。募集期間としましては、本年

の４月 18 日から募集を開始しております。補助対象者は、県内に本店を有する住宅建設事

業者となり、各事業者が長野県工務店協会に申請していただくものでございます。補助内

容は県内で行う一戸建て住宅の新築工事またはリフォーム工事に使用する県産材製品の購

入経費につきまして、製品１立米あたり 22,000 円の経費補助として上限で新築の場合は

44 万円、リフォームの場合は 15 万円となっております。現在事業者の皆様に事業の御案

内の活動をしているようなかたちになっております。 

続きまして８ページ目を御覧ください。資料の１－３になります。こちらは、県産材製

品加速化推進事業、県産材製品マッチング支援でございます。こちらにつきましては、資

料１－２の事業で、事業者である工務店に対し県産材製品の購入経費の支援をしていると

ころでありますが、供給側と需要側との関係をより強化するための支援となっております。

趣旨としましては、外材製品の高騰により、県内の工務店などの国産材製品への関心が高

まっており、これを契機に需要者側が県産材製品について理解を深めてもらい、新たな需

要の拡大を図るものでございます。事業の必要性及び課題は御覧のとおりになっておりま

す。事業内容としましては、県下４ブロックで県産材の情報を新たな需要先に供給する見

学会、商談会を開催します。１回目を６月 30 日、７月１日にかけて北信ブロックで伐採現

場や製材工場を見学し商談会を行いました。今後の予定は８月 25 日に南信ブロック、10

月 20 日に中信ブロック、12 月 22 日に東信ブロックで開催予定となっております。資料１

－２と３の説明につきましては以上です。よろしくお願いいたします。 
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○武者会長 

ありがとうございました。今お話があったように、このゼロエネ住宅は助成については

比較的堅調に滑り出しが始まっているというお話でした。それから、昨今の環境の変化を

踏まえて、住宅指針をまたいろいろ再検討する必要があるということ、それからこれも昨

今の経済状況を踏まえて、県産材の利用をいよいよ本格的に考えていかなければいけない

というようなお話がありましたけれども、いかがでしょうか。委員の皆さん。御質問でも

御意見等でもなんでも結構ですけれども。江ロ委員さん。 

 

○江口委員 

県産材のことでちょっとお聞きしたんですけれども、おそらく皆さん今御存じのとおり、

ウクライナの戦争で針葉樹、カラマツ材がロシアからはもう入ってこないというようなこ

とで、それでどんどんどんどん値上がっていると。私たまたま、飯山の出身のものですか

ら、栄村の地震の時に、応急危険度判定や住宅相談、こういった時に、まずコンパネがな

いと仮設的に何かをやろうと思っても何もできないというようなこと、ある程度御存じの

方はいらっしゃると思うんですけれども、東日本大震災の時には合板が、要は会社が東北

にあってやられちゃいましたので、合板が入ってこなくて、倍以上の値段になったんです。

あの時にたまたま私の方でいろんな方と話をさせてもらったり、県の建設業協会の方にも

話をさせていただいてて、県産材で合板を確かあの時相当数作っていただいて対応すると

いうようなことがあったと思うんですよ。今現在、私ちょっと、こないだも今回のウクラ

イナのこの件があって材料が上がるっていったとき、市長と会って、災害があった時に直

せませんよ、何もできませんよ、という話をさせてもらったんですけれども、こういった

ことは今後どういうふうにしていったらいいのか、またそういったことも合板なんかもつ

くるふうに、県産材なんかで、計画あるんだろうかとか、そういったものは私の方に情報

は入ってこないので、もし分かったら教えていただければと思います。 

 

○武者会長 

今の点で、もし何か事務局の方でお答えすることがあれば。ありますか、何か。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 

災害時の備えという点からの県産材を材料とした合板の整備について御意見をいただ

きました。個別で、災害対応ということではございませんけれども、これまでも認証製品

というかたちで県産材を用いた、工場は県内にございませんので、県外に材料を運んで、

というかたちになりますけれども、生産をして県内での住宅等で使ってきていただいてい

るところがございます。お話いただいた点につきましては、具体的に災害時の、という話

がございましたので、あらためて林務部等でもそういった御意見をいただいたことを伝え

ながら、どういったことができようかといったことは今後また検討させていただきたいと

思います。現時点でそういった製品も存在しているということを参考までに御承知いただ

ければと思います。 

 

○武者会長 
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ありがとうございます。県産材については、荒井委員さんとか田中委員さんも何かたぶ

ん言いたいことがあるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

 

○荒井委員 

すいません、いいですかね。県産材カラマツ使って今ものすごい量の針葉樹合板が作ら

れている状態です、現実的には。それはかなり過激な状態でして、材が市場に出ますよね。

それもほとんどいわゆる針葉樹合板のために買われてしまう状態で、実際に梁材等に使え

る状態に県の方もいろんな試験をして、梁としてちゃんとした太いカラマツ材を使える状

態まで来ているんですが、実際使いたくてももう材料がない状態です。大変な状態になっ

ておりまして、たぶん倍になっているんじゃないかな、最近は。になっちゃっていますの

で、いわゆる製材関係の方たちも、できるだけ角材、いわゆる梁材として出したいと言っ

てくださっているんですけれども、価格がどうしても合わなくなってしまっていて、高値

で安定しているという状態です。 

 

○武者会長 

田中委員さんもどうですか。 

 

○田中委員 

はい、全てが絡んできているような感じで、今、江口委員さんや荒井委員さんが言われ

たとおりで、あと塩入技監が言うとおり、合板にもっていかれてしまっているというのは

正直なところで、私も県木連の方々の話を聞くと、県産材を県内の業者が買えない、とい

う状況に。価格がですね、１万円を切っていたのが３万円だというような話も聞いて、

32,000 円のだったのを 33,000 円で買う、34,000 円で買う、ってどんどん上がっていくよ

うな状況に今はなっている。先週土曜日、ちょっと会があって話をしたんですけれども、

でも、どうも東京の港はちょっと材木があふれてきているんじゃないか、という情報もあ

りまして、このへんは本当に今、世界情勢がこういう状況で、タイムリーに変化している

なというのを正直感じるところではあります。やはり合板って建築に必要なんですが、も

ともとその材木の流通が、ちょっと本当に混乱をきたしているというのが正直なところで、

このへんをいかに正確な情報をつかんでタイムリーに施策を打っていく、ちょっとこの事

業が施行されるかどうか定かではないんですが、材木がなくなってウッドショックで上が

っているので、合板工場、調達が大変なので、輸送費に補助金を出すというのがちょっと

ありましたね、国の方かなんかで。それ実は、われわれ県木連、結構そんなことされたら

また長野県の材木が持ってかれちゃうじゃないか、っていう、そのへんはやっぱり県とし

ても、それもちょっと情報つかんだら、長野県それじゃ困る、というかですね、そういう

のをいろんなところで情報をつかんで発信していって、状況対応をやっぱりこういう県の

会議、審議会もあれなんですけど、皆さんと情報共有しながら、民間と行政が一緒になっ

て手を打っていくというかたちが必要なのかなというふうには思っています。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。いろんな各分野の御専門の方から今御意見あったように、今日
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の議題はどちらかというと緊急対策的な色合いが強いですけれども、これもう少しおそら

く住宅審議会としても少し長い目で、今の県産材のテーマというのは扱っていかなければ

いけないと思いますので、またちょっと、今後とも引き続き検討できればいいテーマかな

と思います。何か続きありますか。 

 

○田中委員 

合板が結構建築の重要な核になって使ったりというのもあるんですけれども、最近合板

じゃない構造用面材を、木を使って構造をやったりとかっていうのを、県内だったり、あ

るので、そういうのもまた拾い上げていくと、情報をつかんでいくのも必要かなと思いま

す。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。ほか、平賀委員さん。 

 

○平賀委員 

ちょっと規模感は違うんですけれども、伊那市の取組を紹介させていただきたいんです

が、伊那市はアカマツがやっぱり多くいっぱいあって、それはＤＩＹで使う材としてツー

バイ材に加工して、それを使ってリノベーションしたりとかしていて、なぜＤＩＹかとい

うと、プロが選ぶ材は、アオが入っていたりカビが入っていたりするとはじかれてしまう

んですけれども、私たち素人がＤＩＹでやる分には、私も店舗を地域のアカマツで吹き抜

けの部分をちょっと角材で床を作ったんですけれども、アオが入っている方がむしろ、す

ごく個性的でよくてですね、そういうＤＩＹの素人が使う需要みたいなもので、地域の材

を使っていく取組が伊那市ではありまして、これは助成金で新築工事と外構工事とか、基

本的にはプロの業者さんとやる補助金なんですけれども、そういったＤＩＹでちょっとし

たリフォームをしてみようという層も着実に増えていて、そういった層が地域の材を使え

るようになるというのはいいと思いますので、そのようなＤＩＹの市場に対しても、助成

金なんかも検討していただければと思います。以上です。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。今のお話も含めて、やっぱりもうちょっと地域で木材を自給す

る、使っていくということを、もう少しこう、緊急だけじゃなくて、もちろんこういうこ

とも大事なんですけれども、もう少し長い目できちんと継続的にこれ議論していく必要が

あるということですよね、おそらく。ちょっとこの件はまた御検討いただければと思いま

す。よろしくお願いします。ほかいかがでしょう。ゼロエネとか。江口委員さん。 

 

○江口委員 

是非、県の方にお願いしたいのは、ゼロエネの件なんですけれども、電気屋さん設備屋

さんがあまりにもこのことを知らなすぎる、勉強してなさすぎる。まだいまだかつてエア

コンが六畳間だから六畳用のだとか、そんなことっきりまだ言っているようなところが多

すぎるので、今もう変わっているということが、われわれはどうしたらいいのか。是非ど
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こかで、そういう業界のところで話をしていただいて、進めていただかないと、われわれ

がいくら、例えば断熱をやっても、勝手に破ってかれちゃってどうしようもない建物にさ

れたりとか、そういうことがあるもので、是非ともそういった勉強の場所を提供するとい

うか、分からないですけれども、もっとしていただくような施策がとれないのかなと、思

っています。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。このへんどうでしょう、今、工務店さんに個別訪問したりとい

うことも書かれていますけれども、そのへんの問題意識みたいのは上がってきているんで

しょうか。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 

ありがとうございます。ただ今御指摘をいただきましたのは、作り手、実際の現場の作

業される方も含めて、正確に性能を出すためにどうしたことが必要かということを御承知

いただくところが必要だというのを御指摘いただいたものと思います。現在考えておりま

すのは、工務店さんからも個別にそれぞれ課題になるようなところをいただいております

ものとあわせまして、先ほど資料の３ページで御紹介申し上げました協議会、これは主に

設計や施工など作り手にあたる皆様を中心に構成をいただいている団体ということになっ

ておりますので、この中で、現場での、コロナの関係もございますけれども、できれば現

場の中で直接実物を見ながら学んでいただくような、そういった機会を持てれば、という

ことも御意見をいただいております。是非そうしたところで、具体的に注意すべき点、あ

るいは個別に、本当に作業にあたる方、設備の関係の方等々含めて、しっかりと御承知い

ただけるように、計画ができるかと思います。大変貴重な御意見をありがとうございます。 

 

○江口委員 

もう一点が、原さんのところでやっていただいた、技術者、要は大工さんたち、これの

断熱材の入れ方によっても、この省エネの、私たち建築士会が事務局となってやったんで

すけれども、聞いてますと設計と技術がありながら、私も従業員受けさせました。ですけ

れども、市町村から出てくる入札に関して、こういう技術者を使いなさいということが一

言もないんです。あれはだから何のために取らせたのか、せっかく今回こういうゼロエネ

のかたちになるんでしたらば、そういう人間にやってもらってこそ初めてそういう建物が

できるのに、どうしてそういうのがならないのかなというのが、ちょっと不思議で仕方が

ないんで、もし、その方々の、せっかく資格、あれ資格でよかったんでしたっけ、講習、

ですか。（講習ですね。）講習ですか。なんか認定もらってますので、そういった方々を

使ってかれるようなかたちを取っていかれればいいのかなと思います。 

 

○武者会長 

はい。そのへんどうでしょう、市町村との連携という点では何かありますか。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 
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ありがとうございます。さきほどの、私の方の御紹介、足りなかった点もございますけ

れども、協議会の中には各地域の代表というようなかたちで、行政の方に入っていただく

ようなことを考えておりまして、公共発注、県も含めまして、そういった点もしっかりと

行き届くようなかたちになっていくと思います。おっしゃっていただきましたように、設

計だけではなくて、それが実際に現場でしっかりと作業をして性能が出るというところが

実際の効果を上げるという点で非常に重要なところになってまいりますので、是非そうい

ったことも、留意しながら進められたらと思います。どうもありがとうございます。 

 

○武者会長 

そうですね、せっかく助成金の立ち上がりの方がうまく動いているようですので、是非

そういう現場の方の浸透もお願いしたいと思います。ほか、いかがでしょうか、今の議題

について、ありますか。よろしいでしょうかね。ありがとうございます。それでは次の議

題に移りたいと思います。次議題の３番ですね、「公的賃貸住宅の安定供給に向けて」と

いうことで、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

 

 

（３）公的賃貸住宅の安定供給に向けて 

 

○樋口公営住宅室長 

資料２をお願いします。公的賃貸住宅の安定供給に向けてということで、今後の検討の

プロセス等を簡単にまとめてございます。申し遅れました、私、公営住宅室長の樋口でご

ざいます。こちらのプロジェクトを進めさせていただく担当でございます。資料左上に現

状と課題といたしまして、私どもの現状認識を記載してございます。公的賃貸住宅の中核

をなす、既設の公営住宅につきましては、かなり老朽化が進んでおります。顕著でござい

まして、人口減少と少子高齢化の進展を見据えながら、今後も長期にわたって確実な供給

というものを公営住宅の供給手であります県と市町村が連携して進めていくということが、

必要になってございます。そんな中で、今後の取組といたしまして、県内の住宅セーフテ

ィネットである公営住宅を中核としまして、住宅施策、公に行う住宅施策全般の推進に向

けたいろいろな方策を検討するため「公的賃貸住宅のあり方」というものを、審議会の皆

様の意見を伺いながら、県や市町村の役割とか、効果的・効率的な供給体制等について、

いろいろ検討を行っていきたいと考えております。住宅審議会での御議論にあたりまして

は、前回の審議会において、専門委員会の設置を承諾いただいており、委員会で中長期的

な視点で将来的なあり方に関する御提案とか御意見等をいただきたいと考えておりまして、

主な論点といたしましては、資料の中段の、オレンジの枠で囲ってございますけれども、

公営住宅のあり方の御提案ですとか、今ある住宅の新たな活用方法の御提案、それからそ

ういったものを行っていくのにどういった方々がその住宅をつくって管理していけばいい

のかなという、最適実施者の整理というようなところを想定して、お願いしたいと思って

おります。資料に記載以外にも、本日の委員の皆様の御意見とか、専門委員会を立ち上げ

た後、専門委員さんの皆さんの御意見等を踏まえながら、多岐にわたって御議論をお願い

したいと考えております。また、資料の一番下にございますけれども、専門委員会で様々
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な御議論をしていただく中で、そういった御議論についても、県と市町村がしっかり生か

していくために、県と市町村で設置している長野県公営住宅等推進協議会にも情報提供し

ながら、意見交換もあわせて行い、審議会の専門委員会の皆さんで、あり方等に関する提

言まとめの方をいただければありがたいなと思っているものでございます。その提言を受

けまして、各市町村と個別に協議をしていくことになろうかと思っております。続きまし

て、１枚おめくりいただきまして、２ページでございます。先ほど申し上げました、審議

会に専門委員会を設置するということでございまして、その関係の報告でございます。２

に記載のとおり、専門委員会につきましては、６名の委員さんで構成をお願いしたいと思

っております。当審議会の委員さんの中から、住宅流通分野の小野委員、それから福祉分

野の鈴木委員、両委員さんにもお手数ですけれども御就任いただいてお願いできればと思

っております。ほかのメンバーといたしましては、学識者、市町村の住宅行政の関係者、

市町村等で地域活動等を行っていらっしゃる方、また公的賃貸住宅の担い手の一員でもご

ざいます、県の住宅供給公社におきまして、それぞれ記載の方に就任いただけるようにた

だ今調整を進めさせていただいております。３は審議内容、また今後のスケジュールの参

考予定でございます。令和４年度と５年度といろいろ御検討をお願いしまして、検討を深

めていきたいと思っております。また、こちらの専門委員会からの中長期的な視点での御

提言等をもとに、私ども令和７年度になりますが、新しくまた県の住生活基本計画ですと

か、市町村の住宅行政の計画などのところに具体的な施策として生かしていければという

ようなスケジュール感で進めさせていただきたいと思っております。説明は以上でござい

ます。 

 

○武者会長 

ありがとうございました。公的賃貸住宅も公営住宅も、戦後 80 年になると、今大きな

曲がり角に来ている時期だと思うんですね。そういう意味で、ちょっとこの審議会だけで

は議論がちょっと深められないというか、大きなテーマということで、今御説明いただい

たように、別途専門委員会を設置して、こちらからも小野委員さんと鈴木委員さんに出て

いただいて、少し深く議論していただくということになっているようです。それで、今日

議論いただきたいのは、どういうことを専門委員会の方で議論いただきたいか、いくつか

もしアイデアがあれば、こんなことを議論していただきたいですとか、そういったことも

お聞かせできればと思うんですが。いかがでしょうか。荒井委員さんどうぞ。 

 

○荒井委員 

是非、県営の住宅に県産材を使うという条件を加えていただけないかなということを強

く思っております。私、個人の住宅で必死になって県産材を使ってきているんですけれど

も、年間で使えるのは微々たる量になってしまうんですよね。その中で、県がつくる公営

住宅で県産材を使うというのを基本に据えていただくと、いろんな方たち、住まい手の方

たちも県産材ということを分かってくださるようになるし、施工会社さんたちも県産材っ

てこんなに使えるんだというのを、今 44 万円の補助って言ってますけれども、そんなこと

よりも、はるかに大きな効果が出そうな気がしまして、そういうのを一つの条件としてあ

げていただくことっていうのはできないのかなと思いますけれども。 
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○武者会長 

ありがとうございます。これはおそらく、公営住宅も含めた公共施設への県産材利用と

いうのは、何かお話いただけますか。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 

県の施設につきまして、庁内の部局横断の推進の会議がございまして、その中で県の施

設についても木材をしっかり使っていこうということが議論されているところでございま

す。これまでの大きな傾向といたしましては、比較的規模が、中規模、小規模のものにつ

きましては、構造体を含めて木造でさらに内装等にも木を使うというようなこと、規模が

大きなものになりますと、コストの面での、そういった経済性的なことも多少影響すると

いうこともございまして、現状までは木質化を中心に、構造体につきましては性質的には

どうしても木造がなじみにくい施設もございますので、木質化を中心にいろいろ進められ

てきているところでございます。一方で、ゼロカーボンの現在の動きの中では県産材の利

用ということ、木材の利用ということも大変大きなテーマとなってございまして、これま

で以上に踏み込んで、県として木材の利用を考える必要があるのではないかというところ

の議論も現在進められているところでございます。今日いただきました御意見につきまし

ても、しっかりと踏まえた中で、今後の議論で深めることができればと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

○武者会長 

はい。ではそのようなかたちで、よろしくお願いします。ほかいかがでしょうか。平賀

委員さん。 

 

○平賀委員 

私、是非議論していただきたいことがあって、それは公営住宅というのはどうあるべき

かということを議論していただきたいなと思うんです。ただ、今なんか福祉としての公営

住宅、っていう利用がメインな感じになっていますけど、公営住宅って住まい方のあり方

みたいなものを提案というか、なんですけれども、そういうところから始まったように思

っております。２ＬＤＫとか３ＬＤＫとか、都市型の家族の暮らしのあり方みたいなもの

が公営住宅に反映されているのだと思っておりまして。福祉の点で言えば、例えば非常の

住宅のストックっていっぱい余っていて、それをちょっと公営住宅に転換することはでき

ないかなという点もあって、わざわざ新しく建て替える必要があるのかっていうことも考

えていただきたいと思います。それから住まい方っていう面で言えば、住み替えというこ

とを話されてきたと思うんですけれども、例えば若い世代、子育て中の世代とか、子ども

がいない夫婦、カップルの世代とか、それから子育てが終わった老人というか、子育てが

終わった夫婦の住まい方とか、それぞれ住まい方が違って、それを住み替えをしようとい

うことがこの住宅審議会でも話されていることだと思うんですけれども、今のやり方って

いうのは、一戸のおうちを買っちゃって、それを住みついていく、というふうな考え方な

んですけれども、もっと流動的に、いろんなライフスタイルに応じて、住み替えていくこ
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とが可能になると思っています。それが良質なストックがこう市場に出ていくことで、、

中古物件とかのことも、解決されていくのかなと思うので、是非公営住宅が住まい方の一

つのモデルを示すものとしてあるならば、新しくつくっていくことに私は意義があると思

うんですけれども、福祉の住むところを提供するだけの役割であれば、既存のストックを

うまく利用することができないのかなというふうに感じておりますので、そのことを議論

していただければといいなと思います。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。非常に重要な意見だと思いますね。本当に既存の公営住宅とい

う概念は、もうとっぱらって、他の既存のストックとの関係とか、ひいては今のライフス

タイル、生き方とも含めて、そんなところからむしろ議論をひっくり返して考えてほしい

という御意見だと思うんです。是非そのへんは専門委員会、今お二人もいらっしゃいます

けれども、お伝えいただいて、ドラスティックに検討いただければ、非常にありがたいな

と思います。ほか、小野委員さん。 

 

○小野委員 

今、平賀委員から、公営住宅のいわゆるビジョンはどうあるべきかといったところの貴

重な御意見だと思うんですね。それで民間の不動産会社の立場からすると、この公営住宅、

いわゆる県営住宅、市営住宅に接する機会がまったくないんですね。その理由は、ハード

ルが高いんだと思うんです。いわゆるわれわれが県営住宅、市営住宅に接する機会という

のは、いわゆるセーフティネットを中心的機能にしているので、やむを得ないんですが、

災害時であるとか、住宅確保要配慮者と遭遇した時くらいなんですね。そういう時にじゃ

あちょっと検討してみるかい、でも入居基準はこれ入っていないからだめだね、じゃあ民

間賃貸だね、っていうところで、軽く触れるくらいなんですね、民間からすると。ですか

らこれは先ほど申し上げた、セーフティネットを中心としているのでやむを得ないとは思

うんですが、ただ、ここにあります論点に即して今後話し合っていくのであれば、まず県

営住宅、市営住宅の現状ってどうなのかといったところを、大変恥ずかしいんですが、私

は教えてもらいたいです。その上で、じゃあニーズはなんなのか、とか、質を向上させる

あるいは、安定居住を図るというのが一番大事なところだと思うんですけれども。ただ財

源も不足していますしね、あるいはこれを例えば最適実施者の整理という観点でいくので

あれば、これは経営観念が働いてきますので、経営的にどうなのかという観点も必要にな

って、議論していかないといけないので、もし、大変お手数ではございますが、現状の公

営住宅がどういう状況なのかというのを、何か資料かなんかでお出しいただくと、至らな

い頭ですけれども、想像力を発揮できるのかなという感じがします。以上です。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。そのへん是非専門委員会立ち上げのところで、うまく今の御意

見が反映されるようにお願いしたいと思います。関連して、じゃあ原委員さん。 

 

○原委員 
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専門委員会にですね、市町村の代表の方もお名前があるようなので、たぶん議論にはな

ると思うんですけれども、地域防災計画とも連動するでしょうし、市町村のそれぞれの立

地、あるいは想定される災害の状況によっても異なるとは思うんですが、先の 19 号台風被

害の時に、長野市内で相当数のみなし仮設の活用があって、建設型の仮設の戸数を抑えら

れた、逆に言えば喫緊に対応できた、という、条件が整った場合に、そういうことも、そ

ういうことも十分視野に入れていただいて、地域によっては単に足りない分だけを公的賃

貸住宅あればいいや、だけの視点ではなくて、災害時の時に例えば民間で十分なみなし仮

設が供給できないような地域での災害がもし仮に起こった場合なども含めたトータルの視

点で少し専門委員会で御検討いただけるとありがたいと思います。お願いします。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。今の災害という視点も、従来のセーフティネットという考え方

とはまた違うたぶん考え方があり得ると思いますので、是非御検討いただければなと思い

ます。はい、江口委員さん。 

 

○江口委員 

もし県の方の、こういう施設がすぐに対応しているんだというんだったらすいません、

ちょっと私の方、勉強不足で。長野県すごく移住・定住者が増えていると思うんです。市

町村の建物には入れますけれども、県の建物、要は県住ですね、これに入れなくて、私ご

とであれなんですけれども、私どもも建物がないんです。空き家が。地元にいるとにき話

し合いをするんですけれども、市営住宅自体がもう空いていないと。で、かといってせっ

かく金融・経済も来ていただいているので、お願いしたいことっていうのは、移住・定住

者、金借りられないんで。３年間、こっちで働かない限り、融資していただけないとなれ

ば、アパートだとか、そういったところで仮住まいせざるを得ないと。せっかく受入体制

をしたくてもできない、また空き家情報もあまり出てこない。こういったこともあります

ので、是非ともそういったものを含めて、公営住宅のあり方を検討していただければあり

がたいかなと思います。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。これも災害と並んで移住定住っていうのは非常に長野県に重要

なテーマですので、それも含めた検討を是非お願いしたいと思います。ほか関連して、あ

るいは別の論点でも何か。田中委員さん。 

 

○田中委員 

今皆さんの意見を聞かせていただいて、そのとおりだなと思うものですから、やはり先

ほどゼロカーボンのところでもあったんですけど、材木がなかったり、価格が高騰してい

るので。やっぱり新築建てたいけど、リフォームだとか、まさしくローンを借りられない

から公営住宅に入りたいとか、やはりたぶん貸家とか新築、リフォームっていうのが住ま

い手にしてみるとどれでもいいから住みたい、安心して住まえる住まいというのは、カテ

ゴリーがなくなってきているというか、そのへんのところを整理して、提案できる何か方
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法があればいいのかな。それで一番は先ほど、金融の方もいらっしゃるみたいですが、補

助金だけではまかなえなくてお金を借りなきゃいけない、皆さん借りて建てているので、

それはやっぱりゼロカーボンを目指すにあたっては、そのへんのバックアップ体制という

ところも必要になってくるので、総合的に住まいに対して議論しながら、どういう手が打

てるのか、というのを考えていく必要があるのかなと思いました。以上です。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。今のお話からすると、竹内さん、どうでしょう。住まいとお金

っていうのは、最近やっぱり特に論点になると思うんですけれども。 

 

○竹内委員 

金融広報委員会としてはあれなんですけれども、私、一応ファイナンシャルプランナー

ということで、住宅を例えば取得する時に、どういうふうにすれば将来的にもちゃんとロ

ーンを払っていけるか、というような御相談に応じるっていうのもファイナンシャルプラ

ンナーの仕事なんですけれども、ただ長野県内で実際、ローン破綻がすごく増えていると

いうことで、それは今お聞きしたような内容と違って、やっぱりおうちを、という高価な

買い物をする時に、ちゃんと将来の見通しまで立ててちゃんとやっているかどうかってい

う、そこのところはすごく問題だと思うんですね。おうちを建てる前に、ちゃんと将来の

見通しを立てて、30 年ローンなら 30 年ちゃんと払っていけるかというようなことを、ま

ずやってほしいというようなことなんですけれども。今お聞きしていたことで、本当に専

門的なことは、私は分からないんですけれども、ちょっとあるところでお聞きすると、日

本で交通事故で亡くなる方よりも、ヒートショックで亡くなる方が５倍近い、っていうこ

とを伺ったことがあるんです。そのためにも、このゼロカーボンで断熱効果のちゃんとあ

る住まいに住んでいただく、特に高齢者とか体の弱い方はそういうところに住んでいただ

けるように、公営住宅にしても私たち個人が住む住宅にしても、ちゃんとそういうことが

リフォームでできるとか、そういうことをトータル的にもしできれば、すばらしいなとは

思うんですけれども、その具体的なことは本当に専門家の、いろいろなお話を聞いている

と、なかなか難しそうだなというところなんですけれども。そういうことができればいい

なと思っております。 

 

○武者会長 

そうですね。今、いろんな、公営住宅という一つの論点だけでもいろんな視点が出てい

ますので、是非そのへん、まさに専門委員会で深めていただければと思います。鈴木委員

さん、どうでしょう。もし何か参加される点で何か補足があれば。 

 

○鈴木委員 

福祉分野というところなんですけれども、たぶんこういう県住とか、こういう公共の住

宅ですね。やはり本当に住むところがない、というような人たちもいるわけなんですね。

今も話があったんですけれども、お金が払えなくなってしまって、どこか住まいを探して

いるけどないんだよというような方もいらっしゃいます。また、経済事情の方もいらっし
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ゃいます。そんな方をどんなかたちでも、そんな県住ですね、そんなところでもし住んで

いただけるような公営住宅、基準があるとは思いますけれども、そんなところも全体的に

考えていかなければいけないかなと思っております。また、建物自体については、私も専

門家ではないので分からないのですが、少なくはなったんですけれども、自分の家で一人

暮らしになっていて、寒いところに住んでいるというような方もいらっしゃいます。なの

で、そんな方が暖かいところで住めるように、さっきから出ておりますけれども、災害で

すよね。災害の時に住むところが間に合うような仕組みとか、そんなものも考えていかな

きゃいけないのかなと聞いていて思いました。ということですので、いろんな議題があり

ますけれども、その中で、福祉分野でもっと考えていこうとしたら、変な話、具体的にこ

んな建物とかこんな構造だと、すごい高齢者にいいんだよ、とか障がい者にいいんだよと

か、そんな問題がたくさんあるかと思います。そんなものがもし、ここの話の中で出てく

れば、また取り入れていけたらいいなと、今、聞いていて思いました。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。よく戦後の住宅政策って３つの公なんて言われますよね。住宅

公団の公と、住宅金融公庫の公と、公営住宅の公、ですよね。このうち公団と公庫はもう

ずいぶん前からいろいろ見直しが進んでいますけれども、ある意味公営住宅だけ手つかず

のまま、戦後今まで来ちゃっているので、是非ここで、そういう意味ではきちんとした方

向性が出せるかと思いますので、小野委員さん、鈴木委員さん、どうぞよろしくお願いい

たします。はい、どうぞ。 

 

○江口委員 

住宅のセーフティネットの長期にわたり確実な供給、というふうになっているので、住

宅きりじゃなくて、今私たちがつくっている建物、四季が分からないような住宅、家の中

にいれば。出来上がったお客さんから言われると、今日こんな外暑かったんだねと、家の

中にいれば快適なんです。で、一歩外に出れば、全然こう、ヒートアイランドじゃないけ

れど、今の状況でいけば。先ほど竹内委員さんから言われた、ヒートショックじゃないけ

ど、今度逆に冬場なんかは外へ出てのヒートショックと、ユーザーさんにはそういう説明

はするんですけれども、やはり手一杯で。これ一番心配なのは、子どもたち、将来大丈夫

なのかなというふうに、私たちこういう住宅づくりしていて、ゼロエネのうち、自分で作

っていて、ちょっと心配事っていうのは、将来どういうふうにこういうのがなる、大丈夫

なのかなというのが心配です。つくっている自分が。一番の問題はエネルギーからきたこ

とだと思うんですけれども、健康状態から言えば本当にいいのかなと思いながらやってい

ますけれども是非これから検討していただければ、で教えていただければ、われわれのう

ちづくりも変わってくるのではないかなと思いました。 

 

○武者会長 

はい。これは公営住宅だけじゃなくて、さっきのゼロエネも含めた話ですよね。健康と

は何か、みたいなところも一回見直さければいけないですけどね。また是非そのへんも含

めて、今後議論できれば、と思います。それでは、最後の議事、４つ目の議事ですね、「市
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町村居住支援協議会の設立に向けて」ですが、これも事務局からまず説明をお願いしたい

と思います。 

 

○事務局（建築住宅課 佐々木課長補佐兼建築企画係長） 

建築住宅課の佐々木です。よろしくお願いします。「市町村居住支援協議会の設立に向

けて」について説明をさせていただきます。資料の３を御覧ください。新たな住宅セーフ

ティネットに関する取組としまして市町村居住支援協議会の設立に向けた取組を進めるこ

ととしています。最初に資料の１の居住支援協議会の概要についてですが、居住支援協議

会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため、地方公共団

体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して設立する協議会で、県内では現在、記載

の２つの協議会が設立されております。２の市町村居住支援協議会についてですが、居住

支援を取り巻く環境が市町村ごとに異なり、県の居住支援協議会だけでは県内居住支援体

制の充実を図ることが困難であり、それぞれの特性に応じた多様かつきめ細やかな対応が

必要となる中、市町村の居住支援協議会は関係者の連携等を図る地域のプラットホームの

機能を果たすほか、居住支援団体等と連携しながら、居住支援サービスを提供するなど、

地域の居住支援体制において特に重要な役割を担うこととなります。２ページには、昨年

度住宅審議会の委員の皆様に御議論いただきまして策定いたしました住生活基本計画の抜

粋を添付しております。添付の２ページにつきましては、右下の５のところにアンダーラ

インがございますが、居住支援協議会に関する記載がございます。それから３ページでご

ざいますが、計画の目標達成指標といたしまして、居住支援協議会を設立した市町村の人

口カバー率を、令和２年度の 0.2 パーセントから令和 12 年度には 40 パーセントとするこ

とを目標として定めてございます。また資料の６ページになりますが、こちらの方にもア

ンダーラインの方でございますが、居住支援協議会の位置付けについての記載がございま

す。資料の７ページを御覧ください。上のスライドにつきましては、令和３年度末現在の

全国における居住支援協議会の設立の状況でございます。その時点で 72 の市町村と広域で

設立をされているということでございまして、長野県としましては、小海町居住支援協議

会が昨年７月に南佐久居住支援協議会として南佐久の５町村の協議会として新たに設立さ

れたことから、人口カバー率としては 0.7 パーセントとなったところでございます。下の

スライドは全国の設立状況を地図に記したものでございますが、４都府県がすでに人口カ

バー率 51 パーセント以上となっている一方で、28 県については市区町村の居住支援協議

会の設立がされていないという状況になっております。それでは資料の１ページにお戻り

いただければと思いますが、最後に３の居住支援協議会伴走支援プロジェクトについてで

ございます。市町村の居住支援協議会の設立に向けた市町村との意見交換の中で、課題と

して居住支援の必要性の検討が進まないことや、市町村の住宅部局及び福祉部局が連携し

て居住支援に取り組む体制ができていないことなどがありまして、そのような課題を解決

する糸口としまして、国土交通省の実施する居住支援協議会伴走支援プロジェクトに今年

度長野県として応募して、先般採択されることが決定しました。今後市町村居住支援協議

会の設立に向け、有識者や積極的に取り組む自治体職員等から伴走支援いただけるもので

ございまして、伴走支援のプロジェクトの概要は資料の８ページになりますが、来年３月

までの期間、現状、課題整理や、その時々の課題、テーマに応じた企画や講師派遣の支援
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をいただくこととなっております。資料の説明については以上となります。市町村の居住

支援協議会の設立に向けて、委員の皆様に御意見をいただきたく存じます。よろしくお願

いいたします。 

 

○武者会長 

ありがとうございました。長野県では今のところまだ南佐久ですかね、ここが一つある

のみということで、これを拡げていきたいということですけれども、何か皆さんからある

でしょうか。御質問等でも結構ですけれども。これ、ちなみに南佐久はどういう経緯で設

立に至ったんでしょうか。 

 

○事務局（建築住宅課 佐々木課長補佐兼建築企画係長） 

南佐久居住支援協議会は、もともと小海町の方で、民間の賃貸住宅が不足気味という状

況の中で、一方で戸建て住宅の空き家等が多数ある状況があり、それをうまくマッチング

ができないかどうかということで、小海町社会福祉協議会が中心になりまして、まず小海

町の居住支援協議会を立ち上げました。その後、小海町の方から南佐久のそれぞれの町村

に声掛けをして、今のところ佐久穂町を除く５町村に範囲を拡げて居住支援協議会を立ち

上げたということでございまして、さまざまな住宅確保要配慮者に対する対応としまして

広域的に取り組むため、小海町が呼びかけをして、体制を構築したという状況でございま

す。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。原委員さんどうぞ。 

 

○原委員 

今資料を御説明いただいて、私どもとしてはどういうイメージを持てばいいのかなとと

いうことで重ねてちょっと御質問させていただくんですが、２ページ目の下段に長野県の

住宅確保要配慮者数、絶対数で 47 万 4,549 人ですか。その内訳が、置かれた属性別の全国

と比べて、例えば低所得者世帯は全国よりは低いということなのかなというふうに拝見し

たんですけれども、それらを加味した上で７ページ目の全国の居住支援協議会の設立状況

で見ると、白の県が圧倒的に多いので、28 県、長野県はグレーということで、先ほど御紹

介あった 0.2 パーセントですか、これって需要に対して比較的それほど低い取組レベルで

はないのか、これも白であったとしても、需要面があまり必要とされる方がいらっしゃら

なければ、相対的なものだと思うので、そうすると長野県のグレーというのは、全国水準

で見た時に要配慮者との対策として、どれくらい、中位にあるのかあるいは少し低めのと

ころの水準なのか、そこらへんは県としてはどんなイメージをお持ちなのか、参考までに

伺っておきたいと思います。 

 

○武者会長 

そうですね、私もさっき実は最初伺った質問は、要は協議会の設立の事例を見ていると、

これ基本的には大都市圏から始まっているところなんですよね。だから都市部の需要があ
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るのかなと思いきや、今伺っていると、小海の話なんていうのはどちらかというと中山間

地域で民間賃貸が全然ないので困っているみたいな話なので、そこらへんが今の原委員さ

んの質問を含めて、どう整理すればいいのか、ちょっと私も見えないんですけれども、何

かありますか。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 

今お話をいただきましたように、全体的なマッチングの問題ということになってこよう

かと思いますので、この数字が大きいから足りている、少ないから不足している、という

ようなそういった比較はなかなか難しいところであろうかと思っております。従いまして

長野県に限らず全国的に地域ごとの、必要なマッチングがきちんとされているということ

からすれば、あまねく、そういった仕組みができていくということが必要だということで

考えております。やはりですね、人口が多いところにおきまして、よりそういった方が多

いということは当然ながら出てこようかと思いますので、長野県内におきましても、でき

ましたらそういったカバーの比率の大きいところに先導的にしっかり取り組みがいただけ

れば、というようなことのお声がけができれば、と考えております。よろしくお願いいた

します。 

 

○武者会長 

はい。荒井委員さん。 

 

○荒井委員 

ちょっと私理解力がなくて、間違っているかもしれないのですけれども、今住宅支援と

いう言葉を使っているのは、住宅確保要配慮者のための住宅を支援するということでよろ

しいんですかね、感触としては。そういう要配慮者のための住宅の質というものは、何か

予算的限定みたいなものが設定されているのかどうなのかって、いつもちょっと考えてお

るんですけれども。ちょっとここは言い方が悪いんですが、普通の一般につくられている

賃貸住宅のような高性能化をしてはいけないとかいうような、そういうことがあるのかと

いうのが一つと、それから、いわゆる災害時の緊急避難にする住宅、災害の時にすぐつく

る避難所みたいのものがありますよね。そういうところの今、そういう建物のレベルとい

うのは、ちょっと変わりつつある時代でして、結構高性能っていうか、仮設住宅だから隣

の音が聞こえていいよとか、すごく寒くていいよということはもう違うんだと言われてい

る時代になってきてまして、その仮設住宅としてつくった住宅が実は結構いい性能のも出

ているんですね。でそれを要配慮者住宅に適用できるだけのレベルのものをいつも用意し

ておいて、それを災害時の仮設住宅として転用できるっていう、どちらが転用か分からな

いんだけど、そこにすごい近い関係があるような気がしてしょうがないんですけど、そこ

らへんはどうでしょうかね。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 

ありがとうございます。住宅の性能につきましては、こういうものでなくてはいけない

という取り決めということではなかろうかと思いますけれども、性質的に大きくみますと、
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公営住宅とその他の民間の住宅ということになってこようかと思います。公営住宅につき

ましては、県の施設ということもありまして、ここへきてゼロカーボンの対応等々、先導

的にお手本となるような取組ということも御提案されております。一方で、低額の所得者

の方を中心にその他の要配慮の方を含めてということでございますので、家賃とのバラン

ス等々も、設備の費用等々、そういったバランスも考えられながら整備をされているとこ

ろということでございます。最終的には、先ほどのお話もいただきましたように、一方で

は空き家が大変多い県内の状況でございますので、既存の住宅のストック全体として、お

ひとかたが使って終わるという住宅ではなくて、社会全体のストックになるような住宅の

整備が進んで、それらがきちんと必要な方にお使いいただけるという、そういう状況がで

きてくるということが求められてこようかと考えてございます。ですので、質とすると、

ストックとしては長く使うということを考えますと、全体的に質の向上がされていくとい

うことが望ましいことと考えております。是非、そういったことも含めまして今後しっか

りと専門委員会、あるいは審議会の中で御意見をいただくことができればと存じます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○武者会長 

ありがとうございます。今、居住支援と、これまた既存ストックの活用を結びつけると

いうのもなかなか非常に難しい課題だと思いますけれどもね、是非検討いただきたいと思

います。ほかいかがでしょうか。もしこれ市町村連携ということであれば、是非今日は市

町村という分野でくくられてはいるんですが、大森委員さん、何か小諸の状況とかってあ

りますか、何か。 

 

○大森委員 

やっぱり空き家は増えていると思いますし、あと公的な住宅も老朽化していったりする

中で、一人で孤立化してそこにずっと住み続けていらっしゃるような方も増えているかな

と思っています。 

 

○武者会長 

そうですね。先ほどお話があったように、たぶん長野県もまた中山間とまたこういう平

場の都市ではまったくたぶん、居住支援のニーズが違うわけですよね。そのへんも含めて、

今南佐久から始まった連携をもう少し平場の方に拡げたり、あるいは南佐久の事例を生か

して他の中山間の方にも協議会を展開していくということを是非お願いしたいと思います。

何かこれについて、ほかの委員さんからありますか。よろしいでしょうかね。ありがとう

ございます。それではですね、これで用意した議題は以上になりますけれども、４番目の

報告事項ですかね。事務局の方からありましたらお願いします。 

 

 

４ 報告事項 

 

○事務局（建築住宅課 泉担当係長） 
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建築住宅課の泉と申します。よろしくお願いいたします。報告事項のところですけれど

も、参考資料について説明させていただきます。長野県の総合５か年計画につきましては、

県政運営の基本となる総合計画でございまして、昨年度、本審議会で御審議いただき策定

しました長野県住生活基本計画の上位計画となるものでございます。現行計画につきまし

ては、2018 年度から 2022 年度までの５年間を計画期間としておりまして、今年度は 2023

年度からの５か年を計画期間とします、次期総合５か年計画の作成を進めているところで

ございます。全部局において取り組んでいるところでございますが、長野県総合計画審議

会において主には議論されているところでございます。資料の策定スケジュール、下の方

ですね、策定日程と書いてあるところでございますが、昨年 11 月に総合計画審議会にて諮

問し、今年度の秋くらいに答申いただく予定となっております。その間、県民の皆様や関

係団体の皆様と対話や意見聴取を行いまして、計画に落とし込んでいくこととなっており

ます。11 月県議会において計画案の概要を報告しまして、年明けに計画案を公表し、２月

議会において計画案を提出するという予定でございます。２ページ目以降につきましては、

今年の４月 25 日に開催されました第３回総合計画審議会の資料になりますけれども、次期

総合５か年計画における望ましい未来と取組の方向性、というものを記載したものとなっ

ております。右側の取組の方向性におきまして、赤線を引いてある箇所は、住宅関連の取

組でございまして、昨年度策定しました、長野県住生活基本計画で取り組む内容というも

のが反映されたものとなっております。現段階ではこういった状況でございますが、皆様

に御意見をいただきまして、また今後パブリックコメントの募集もございますので、また

御案内させていただければと思います。以上、簡単ではございますが、資料の説明は以上

となります。 

 

○武者会長 

ありがとうございました。次の総合計画について、住生活基本計画の中からいくつか反

映されているというお話でしたけれども、何かこれについてありますでしょうか。私の意

見としては、住生活基本計画から、ある意味いくつかピックアップしていただいて、ちょ

っと言い方悪いですけれども、縦割り行政の中で各部局が関連するところをピックアップ

していただく、これはこれでそれ自体は別にネガティブなことではないんですけれども、

もう少しこう、なんていうか、我々がつくった思想っていうんですかね、住生活基本計画

の中の大きなストーリーってあると思うんですよね。そのあたりをもう少し施策レベルで

一体的に取り上げていただくような、つまり、住まい方自体が変わっているということを

取り上げていただきたいなというのが個人的な思いとしてはあるんですが、またそのへん

は総合計画の方の審議会で是非御検討いただければありがたいと思っています。皆さんの

方からありますか。江口委員さん、どうぞ。 

 

○江口委員 

是非お願いしたいのが、私たち応急危険度判定持っていますけれども、例えば私の市で

あったとした時に、私が行けないと思うんです。自分の家がダメだから。回りから、果た

して応急危険度・住宅相談、ないしはそれぞれの建設関係のところが災害協定というのを

結んでいると思うんですけれども、それぞれの市町村としかやっていなくて、例えば私の
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市にはどこかの市からきていただくことはできるかとか、こういったのが、まだ横断的な

ものが全然進んでいないと思うので、是非ともそういったものも今後含めて検討していっ

ていただければありがたいかなと思います。 

 

○武者会長 

そこも何か、もしこの総合計画の中で連携できるところがあれば、担当部局でお願いし

たいと思いますが、何かありますか。 

 

○塩入建築技監兼建築住宅課長 

今会長さんおっしゃっていただいた点、江口委員さんにおっしゃっていただいた点、そ

れぞれ全体的にストーリーを持って、あるいは必要な方について、その時々の状況にあわ

せて総合的にきちんと対応できるという、そういった点であろうかと思います。５か年計

画ということに限らず、私どもの普段の建築住宅に関する行政の中で、必要とされてくる

点であろうかと思いますので、そういったことを基本としながら、そのものを議論の中で

伝えていくことができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○武者会長 

はい、ほかよろしいでしょうか。それでは最後事務連絡ですかね。事務局からお願いい

たします。 

 

○事務局（建築住宅課 泉担当係長） 

事務局の方から事務連絡させていただきます。令和４年度の住宅審議会は、２回を予定

しておりまして、第２回目につきましては、先ほどからの議題にもありますように、おお

むね年明けの１月ころで計画したいと考えております。日程調整につきましては、また後

日御照会させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○武者会長 

次はしばらく先ということですので皆さんよろしくお願いします。それではですね、予

定していた議題、議事は以上になります。すいません予定をだいぶ超過してしまいました

が、また今年もさらに論客が、どうも増えている感じなので、またこれはこれで望ましい

ことかなと思いますので、是非また活発な議論を次回もよろしくお願いしたいと思います。

それでは進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 

 

５ 閉  会 

 

○宮澤企画幹 

ありがとうございました。本日は武者会長さんをはじめまして、委員の皆様には長時間

にわたる御審議をいただきまして、ありがとうございました。それでは、閉会にあたりま

して、建築技監兼建築住宅課長の塩入から挨拶を申し上げます。 
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○塩入建築技監兼建築住宅課長 

本日は各地から御参加いただきまして、また大変貴重な御意見を賜りまして、ありがと

うございました。本日の話題の中でも触れていただきましたけれども、少子高齢化、ある

いはゼロカーボン等々、社会的な課題となっていることへの対応、そうしたことをあわせ

まして、やはり住宅は暮らしの礎となるものでございます。県民の皆様、さまざまな方が

いらっしゃいますけれども、やはり安全安心がきちんと確保されることが必要になってこ

ようかと思います。本日賜りました御意見につきまして、専門委員会等々での議論、ある

いは今後の住宅施策の展開の中でしっかり生かしていくことができればと思います。また

委員の皆様方には今後引き続きお力添えを賜りますようにお願い申しあげまして、閉会に

あたりましての挨拶とします。本日は誠にありがとうございました。 

 

○宮澤企画幹 

以上をもちまして、住宅審議会を閉会といたします。本日は誠にありがとうございまし

た。 

 

 

（終了） 

 


